
【表紙】

【提出書類】 変更報告書　NO.19

【根拠条文】 法第27条の25第1項

【提出先】 近畿財務局長

【氏名又は名称】 大阪市　大阪市長　吉村　洋文

【住所又は本店所在地】 大阪市北区中之島1丁目3番20号

【報告義務発生日】 平成30年6月28日

【提出日】 平成30年7月4日

【提出者及び共同保有者の総数（名）】 2

【提出形態】 連名

【変更報告書提出事由】 保有目的及び当該株主証券等に関する担保契約等重要な契約等の変更。
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第１【発行者に関する事項】

発行者の名称 関西電力株式会社

証券コード 9503

上場・店頭の別 上場

上場金融商品取引所 東京

第２【提出者に関する事項】
１【提出者（大量保有者）／１】

（１）【提出者の概要】

①【提出者（大量保有者）】

個人・法人の別 法人（地方公共団体）

氏名又は名称 大阪市

住所又は本店所在地 大阪市北区中之島1丁目3番20号

旧氏名又は名称

旧住所又は本店所在地

②【個人の場合】

生年月日

職業

勤務先名称

勤務先住所

③【法人の場合】

設立年月日 明治22年4月1日

代表者氏名 吉村　洋文

代表者役職 市長

事業内容 地方行政

④【事務上の連絡先】

事務上の連絡先及び担当者名 財政局財務部財源課　森岡　数典

電話番号 06-6208-7730

（２）【保有目的】

旧関西配電㈱及び旧日本発送電㈱に対する本市現物出資分について、これらの会社の株式を所有していたが、電気事業再編令

に基づき関西電力㈱が設立されるに伴い、同社の株式に交換所有することとなり、その後、市民生活の向上及び産業の発達に

よる電力需要の増大に対処して電力供給の経営基盤の安定に寄与するため増資等に応じ、現株式を保有しているもの。

また、当該株券等発行会社の第94回定時株主総会において、原子力発電から多様なエネルギー源への転換をはじめ、発送電分

離に向けた事業形態の革新、さらには徹底したコスト削減や経営の透明性確保、取締役の定員削減及び過半数の社外取締役の

登用など、同社の経営方針転換を求める株主提案を実施。翌年度以降の株主提案については改めて検討し、必要に応じて実

施。
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（３）【重要提案行為等】

該当なし

（４）【上記提出者の保有株券等の内訳】

①【保有株券等の数】

法第27条の23

第3項本文

法第27条の23

第3項第1号

法第27条の23

第3項第2号

株券又は投資証券等（株・口） 68,286,880

新株予約権証券又は新投資口予約権証券等

（株・口）
A - H

新株予約権付社債券（株） B - I

対象有価証券カバードワラント C J

株券預託証券

株券関連預託証券 D K

株券信託受益証券

株券関連信託受益証券 E L

対象有価証券償還社債 F M

他社株等転換株券 G N

合計（株・口） O 68,286,880 P Q

信用取引により譲渡したことにより

控除する株券等の数
R

共同保有者間で引渡請求権等の権利が

存在するものとして控除する株券等の数
S

保有株券等の数（総数）

（O+P+Q-R-S）
T 68,286,880

保有潜在株券等の数

（A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N）
U

②【株券等保有割合】

発行済株式等総数（株・口）

（平成30年6月28日現在）
V 938,733,028

上記提出者の株券等保有割合（％）

（T/（U+V）×100）
7.27

直前の報告書に記載された

株券等保有割合（％）
7.27

（５）【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】

年月日 株券等の種類 数量 割合 市場内外取引の別 取得又は処分の別 単価
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（６）【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

当該株券等発行会社である関西電力株式会社の第94回定時株主総会において、同社の経営方針転換を求めるために株主提案を

実施。株主提案のうち「経営の透明性の確保」「取締役の報酬の開示」「事業形態の革新」「代替電源の確保」の4提案につ

いては、同じく同社の株券等保有者である京都市と共同提案とすることを平成30年4月26日に決定のうえ、平成30年4月27日付

けにて関西電力株式会社あてに提案議案を提出した。平成30年6月27日に定時株主総会の終了を受けて、翌年度以降の株主提

案については各市それぞれで改めて検討することとし、平成30年6月28日をもって株券等の共同保有の合意を解消することと

した。

（７）【保有株券等の取得資金】

①【取得資金の内訳】

自己資金額（W）（千円）

借入金額計（X）（千円）

その他金額計（Y）（千円）

上記（Y）の内訳

取得資金合計（千円）（W+X+Y）

②【借入金の内訳】

名称（支店名） 業種 代表者氏名 所在地
借入

目的

金額

（千円）

③【借入先の名称等】

名称（支店名） 代表者氏名 所在地

２【提出者（大量保有者）／２】

（１）【提出者の概要】

①【提出者（大量保有者）】

個人・法人の別 法人（株式会社）

氏名又は名称 大阪市高速電気軌道株式会社

住所又は本店所在地 大阪市西区九条南一丁目12番62号

旧氏名又は名称

旧住所又は本店所在地

②【個人の場合】

生年月日

職業

勤務先名称

勤務先住所

③【法人の場合】

設立年月日 平成29年6月1日

代表者氏名 河井　英明
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代表者役職 代表取締役社長

事業内容 軌道法及び鉄道事業法に基づく運輸業

④【事務上の連絡先】

事務上の連絡先及び担当者名 大阪市高速電気軌道（株）財務部　木村　宏治

電話番号 06-6208-6184

（２）【保有目的】

大阪市高速鉄道事業の株式会社化に伴い、事業承継会社である大阪市高速電気軌道株式会社が大阪市交通局が保有していた関

西電力㈱株式を現物出資により取得することとなった。経営資源（金融資産）として一定の価値が認められることに加え、配

当金を得られるなど、経営基盤の強化の観点から保有しているものである。

（３）【重要提案行為等】

該当なし

（４）【上記提出者の保有株券等の内訳】

①【保有株券等の数】

法第27条の23

第3項本文

法第27条の23

第3項第1号

法第27条の23

第3項第2号

株券又は投資証券等（株・口） 15,461,086

新株予約権証券又は新投資口予約権証券等

（株・口）
A - H

新株予約権付社債券（株） B - I

対象有価証券カバードワラント C J

株券預託証券

株券関連預託証券 D K

株券信託受益証券

株券関連信託受益証券 E L

対象有価証券償還社債 F M

他社株等転換株券 G N

合計（株・口） O 15,461,086 P Q

信用取引により譲渡したことにより

控除する株券等の数
R

共同保有者間で引渡請求権等の権利が

存在するものとして控除する株券等の数
S

保有株券等の数（総数）

（O+P+Q-R-S）
T 15,461,086

保有潜在株券等の数

（A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N）
U
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②【株券等保有割合】

発行済株式等総数（株・口）

（平成30年6月28日現在）
V 938,733,028

上記提出者の株券等保有割合（％）

（T/（U+V）×100）
1.65

直前の報告書に記載された

株券等保有割合（％）
1.65

（５）【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】

年月日 株券等の種類 数量 割合 市場内外取引の別 取得又は処分の別 単価

（６）【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

該当なし

（７）【保有株券等の取得資金】

①【取得資金の内訳】

自己資金額（W）（千円）

借入金額計（X）（千円）

その他金額計（Y）（千円）

上記（Y）の内訳

取得資金合計（千円）（W+X+Y）

②【借入金の内訳】

名称（支店名） 業種 代表者氏名 所在地
借入

目的

金額

（千円）

③【借入先の名称等】

名称（支店名） 代表者氏名 所在地

第３【共同保有者に関する事項】
該当事項なし

第４【提出者及び共同保有者に関する総括表】
１【提出者及び共同保有者】

（１）

（２）

大阪市

大阪市高速電気軌道株式会社

２【上記提出者及び共同保有者の保有株券等の内訳】

（１）【保有株券等の数】

法第27条の23

第3項本文

法第27条の23

第3項第1号

法第27条の23

第3項第2号
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株券又は投資証券等（株・口） 83,747,966

新株予約権証券又は新投資口予約権証券等

（株・口）
A - H

新株予約権付社債券（株） B - I

対象有価証券カバードワラント C J

株券預託証券

株券関連預託証券 D K

株券信託受益証券

株券関連信託受益証券 E L

対象有価証券償還社債 F M

他社株等転換株券 G N

合計（株・口） O 83,747,966 P Q

信用取引により譲渡したことにより

控除する株券等の数
R

共同保有者間で引渡請求権等の権利が

存在するものとして控除する株券等の数
S

保有株券等の数（総数）

（O+P+Q-R-S）
T 83,747,966

保有潜在株券等の数

（A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N）
U

（２）【株券等保有割合】

発行済株式等総数（株・口）

（平成30年6月28日現在）
V 938,733,028

上記提出者の株券等保有割合（％）

（T/（U+V）×100）
8.92

直前の報告書に記載された

株券等保有割合（％）
8.92

（３）【共同保有における株券等保有割合の内訳】

提出者及び共同保有者名
保有株券等の数（総数）

（株・口）
株券等保有割合（％）

大阪市 68,286,880 7.27

大阪市高速電気軌道株式会社 15,461,086 1.65

合計 83,747,966 8.92
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